
 

 

 

 

(５) 道州制時代に中枢拠点性を 

   担えるまち 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

・「市民満足度」について 

毎年、実施している市民満足度調査において、各施策の満足度を１００点満点で表示した

ものです。 

計算方法としては、満足を１００点、やや満足を７５点、普通を５０点、やや不満を２５

点、不満を０点として、それぞれの得票数に乗じ合計したものを総得票数で除したものであ

り、５０点で普通となります。 

 



(5) 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち 

 

【 担当局 】 

 市民政策局、総務局、創造都市推進局、都市整備局 

 

（ 政 策 ） 

 「拠点性を発揮できる都市機能の形成」 

 

（ 施 策 ） 

「拠点性を高める交通網の整備」、「中心市街地の活性化」 

 

 「拠点性を高める交通網の整備」においては、本市の優位性を高めるため、高

松空港の利用促進事業などに対する支援を行い、新規国内定期航空路線の開設に

寄与したほか、本市における円滑な交通を確保するための都市計画道路整備を行

ったことにより、幹線道路の整備率が向上するなど、一定の成果が得られました。 

 

 「中心市街地の活性化」においては、中心市街地の機能強化を図るとともに、

魅力ある商業・業務空間の形成やまちなか居住の促進、人々の回遊性を高めるた

め、商店街共同施設事業を始めとする第２期高松市中心市街地活性化基本計画の

掲載事業を実施したことにより、中心市街地（中央商店街）の歩行者通行量が前

年より増加するなど、中心市街地の活性化に寄与しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 激しさを増す都市間競争において、本市の優位性を更に高め、拠点性を発揮でき

る都市機能の形成を図るため、高松空港の機能強化や幹線道路の整備など、拠点性

を高める交通網の整備を進めます。 

 また、本市の都市文化の創造拠点として整備したサンポート高松など中心市街地

の機能強化を図るとともに、魅力ある商業・業務空間の形成やまちなか居住を促進

する再開発を推進し、人々の回遊性を高める歩行者空間の整備に努めるなど、中心

市街地の活性化に努めます。 
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（ 政 策 ） 

「快適で人にやさしい都市交通の形成」 

（ 施 策 ） 

「公共交通の利便性の向上」、「自転車利用の環境づくり」 

 「公共交通の利便性の向上」においては、多様な交通手段が有機的に連携した

快適で人にやさしい都市交通の形成を図るため、過度に自動車に依存しない都市

交通の指針である「総合都市交通計画」に掲げる施策を推進するとともに、平成

２５年９月２７日に制定した「高松市公共交通利用促進条例」の理念を踏まえた

施策として、２６年３月１日から電車とバスの乗り継ぎ割引を拡大する制度を開

始しました。 

また、生活バス路線の維持充実、パーク・アンド・ライド駐車場の管理、離島

航路への補助などを継続することにより、公共交通の利便性が向上し、その利用

が促進されました。 

 「自転車利用の環境づくり」においては、「日本一のちゃりんこ便利都市」を目

指し、市民が安全で快適に自転車を利用するため、ちゃりんこ救急ステーション

の拡充に努めるとともに、駐輪場の改修のほか、適切な駐輪場・レンタサイクル

事業の管理運営や市内を周遊するための情報（「ちゃりんこマップ」）の提供に努

めたことにより、自転車利用者の利便性が向上しました。 

 多様な交通手段が有機的に連携した快適で人にやさしい都市交通の形成を図るた

め、だれもが安全で快適に移動することができ、過度に自動車に依存しない目指す

べき都市交通の将来ビジョンを明らかにする中で、鉄道新駅の整備や生活バス路線

の運行の確保など、鉄道・バス等の公共交通機関の充実・強化や主要な駅等におけ

るパーク・アンド・ライドの拡充など、良好な交通環境の確保に努め、公共交通の

利便性の向上を図ります。 

 また、自転車が持つ利便性を享受できる都市環境を創出するため、自転車走行空

間の確保を始め、レンタサイクル事業やサイクリングルートの設定など、快適な自

転車利用の環境整備を進めるとともに、自転車利用者のマナー向上に努め、自転車

利用の環境づくりを推進します。 
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（ 政 策 ） 

「計画的な市街地の形成」 

（ 施 策 ） 

「適正な土地利用の推進」、「地域における拠点性の確保」 

 「適正な土地利用の推進」においては、人口減少や少子・超高齢社会を見据え、

集約拠点への都市機能の集積や、市街地の拡大抑制によるコンパクトな都市構造

と公共交通を基軸とした「多核連携型コンパクト・エコシティ」の推進に取り組

んでいます。 

環境、福祉、教育等の施策を融合し、横断的、総合的に検討を進めることとし

ており、学識経験者、商工団体、公共的団体等の代表者で構成する高松市コンパ

クト・エコシティ推進会議から答申を受け、平成２５年２月に「多核連携型コン

パクト・エコシティ推進計画」を策定しました。計画に掲げる施策の推進に関し、

広く市民の意見を聴くための推進懇談会を２５年５月に設置し、全庁体制で取り

組みを開始したほか、理念や必要性をわかりやすく説明する周知用映像資料を作

成し、周知・啓発に努めました。 

 「地域における拠点性の確保」においては、本市中部東地域の交流拠点に位置

付けている仏生山地区において、新病院を核としたまちづくりを推進するため、

香川県農業試験場跡地北側エリアの基盤整備実施設計を完了するとともに、新病

院へのアクセス道路の用地買収等を行い、拠点性の確保に向けての取組を進めま

した。 

 コンパクトで持続可能な集約型都市の構築に向け、計画的な市街地の形成を図る

ため、都市計画制度等の的確な運用により、適正な土地利用を推進するとともに、

旧市域や合併地区の地域特性をいかした、地域における拠点性の確保を図ります。 
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（ 政 策 ） 

「魅力ある都市空間の形成」 

（ 施 策 ） 

「地域に即した都市景観の創出」 

 「地域に即した都市景観の創出」においては、景観施策の指針である「美しい

まちづくり基本計画」に定める目標を推進するため、景観条例に基づき、周辺の

景観形成に大きな影響を及ぼす建築物等の景観誘導や屋外広告物の適正管理等を

行うことにより、良好な景観の保全・形成・創出、環境美化が向上しました。 

 魅力ある都市空間の形成を図るため、承継すべき美しい景観の保全など、都市景

観づくりを推進するとともに、世界に誇れる瀬戸内海や日本三大水城の一つである

高松城跡の保存整備など、海・水辺をいかしたまちづくりを推進し、地域に即した

都市景観の創出に努めます。 
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（ 政 策 ） 

「高度情報通信社会に対応できる拠点機能の強化」 

（ 施 策 ） 

「地域情報化の推進」 

 「地域情報化の推進」においては、すべての市民が情報化の恩恵を享受、実感

できるよう、超高速情報通信網を整備し、高度情報通信社会に対応できる拠点機

能を強化した結果、超高速情報通信網の世帯カバー率が９９％を超え、地域間情

報格差の是正につながる結果となりました。 

 インターネットの急速な普及などによる高度情報通信社会に対応できる拠点機能

の強化を図るため、だれもがいつでも容易に様々な情報を受発信できるなど、すべ

ての市民が情報化の恩恵を享受、実感できるよう、全市域を網羅する超高速ブロー

ドバンド・ネットワークの構築に向けて、情報通信基盤の整備を図るとともに、情

報関連産業と人材の育成に努め、地域情報化を推進します。 
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平成２５年度 施策の概要調書

課
　
題

定期路線数

3
100.0%

路線 路線

指
標
式

定期路線数

目標値 達成度

【市民政策局】
　高松空港の更なる振興を図るため、現就航路線の利用促進に加え、新規路線開設に向けた
取組が必要である。
【都市整備局】
　人口減少、少子・超高齢社会の本格的な到来等、社会情勢の変化を踏まえた選択と集中に
より、効率的かつ効果的な道路整備を進めるため、必要性を検証する中で優先整備路線の見
極めが必要である。

③

指
標
名

空港定期路線数（季節運航を除く）　国際 実績値

3

指
標
式

成
果
指
標

①

指
標
名

バス利用者数（長距離） 実績値

指
標
式

年度１日当たり高速バス利用者数

②

指
標
名

空港定期路線数（季節運航を除く）　国内 実績値 目標値 達成度

3 2
150.0%

5,300
88.5%

人 人

目標値

路線 路線

まちづくりの目標 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち

政　策 拠点性を発揮できる都市機能の形成

担当局
市民政策局、都市整備局

対
象

　人、物、情報

目
的

　広域な交通ネットワークを構築し、人や物が円滑に流れるようにする。

概
要
（

実
績
）

街路事業
・都市計画道路の整備
航空路線網拡大促進事業
・高松空港振興期成会が実施する航空ネットワーク振興事業、国際線充実強化対策事業及び
　成田線開設推進事業への負担金支出
・高松空港整備事業への負担金、補助金の措置

達成度

4,693

施 策 拠点性を高める交通網の整備
事業費 市民満足度

（括弧は昨年度）

399,595千円 53.7(50.6)
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

101,250千円

市民政策局

交通政策課

2

広域輸送交通機関整備
促進事業

　「四国における鉄道ネットワークのあり方に関する懇談会」の提言
を受け、四国の鉄道高速化検討準備会において、フリーゲージを含め
た高速化等について議論されていることを踏まえ、国やＪＲの動向に
注視しながら、フリーゲージトレインの早期導入に向け、「香川県Ｊ
Ｒ四国線複線電化・新幹線導入期成同盟会」などと協議を行った。

市民政策局

交通政策課

3

航空路線網拡大促進事
業

　高松空港振興期成会が実施するエアポートセールスや積極的なＰＲ
活動、利用者に対するグループ助成など、様々な利用促進事業に対
し、県を始め他市町とともに負担金を支出し、高松空港の利用促進に
努めながら、同会に対して、高松－成田線の運航支援として、必要経
費を県とともに負担し、新規航空路線の開設に寄与した。
　また、国が施行する高松空港整備事業に対し、負担金を支出し、施
設の改良に対応した。
　なお、高松空港関連整備事業地元負担金について、実施主体の国が
事業の一部を翌年度に繰り越したことにより、年度内に事業の完了が
不可能となったため、事業の一部を翌年度に繰り越した。
（繰越明許費繰越額：３，９７１，０００円）
　また、前年度からの繰越事業である、高松空港関連整備事業地元負
担金及び高松空港関連整備事業地元負担金（地域経済活性化等事業
費）については、完了した。
（平成２４年度繰越明許事業費：２，２５９，０００円）

都市整備局

道路整備課

1

街路事業 　都市交通の円滑化、良好な都市環境の形成により、安全で快適な都
市機能を確保するため、高松海岸線・木太鬼無線等の都市計画道路の
整備を進めたことにより、整備率が向上した。
　なお、関係機関との協議に日時を要したことにより、年度内に事業
の完了が不可能となったため、事業の一部を翌年度に繰り越した。
（繰越明許費繰越額：２９９，３８１，０００円）
　また、高松海岸線整備事業等における前年度からの繰越事業につい
ては完了した。
（平成２４年度繰越明許事業費：２５３，８５７，１１２円）

298,345千円

担当課

事務事業名及び事業費
事業内容
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平成２５年度 施策の概要調書

施 策 中心市街地の活性化
事業費 市民満足度

（括弧は昨年度）

159,392千円 58.4(58.2)

対
象

　高松市中心市街地

目
的

106.3%
％ ％

概
要
（

実
績
）

　中心市街地の活性化に向けて、中央通りで新築及び、改修を実施した建物所有者、計２件
に補助金を交付するとともに、商店街を快適に回遊できるようアーケードや駐車場などの共
同施設整備を実施した事業者、計３件に補助金を交付した。
　また、サンポート高松北側街区の活用検討や第２期高松市中心市街地活性化基本計画に基
づく事業の実施のほか、サンポート高松と中央商店街の回遊性を高めるため、市道西の丸町
兵庫町線の無電柱化工事に着手した。
　丸亀町商店街再開発事業と商店街共同施設事業による整備効果が継続しており、中央商店
街の通行量が増加した。

まちづくりの目標 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち

政　策 拠点性を発揮できる都市機能の形成

担当局
市民政策局、都市整備局

　中心市街地の機能強化を図るとともに、魅力ある商業・業務空間の形成や、まちなか居住
を促進する再開発、人々の回遊性を高める歩行者空間整備等の事業を推進することにより、
中心市街地の活性化を目指す。

指
標
式

中央商店街１５箇所の歩行者通行量(休日)

中心市街地（中央商店街）の歩行者通行量（休
日）

実績値 目標値 達成度

127,918

成
果
指
標

目標値

指
標
式

中央通り沿線１０１棟のオフィスビルの空室率（減少が望ましい）

②

指
標
名

①

指
標
名

中央通り沿いオフィスの空室率 実績値

122,960
104.0%

人 人

達成度

16.5 17.6

課
　
題

　丸亀町商店街で再開発が進んでいない街区や中央商店街南部地域において、より魅力のあ
る空間を創出することにより、中央商店街全体のにぎわいを取り戻すことを民間主導により
目指している。そのため、事業化に向けた関係権利者の合意形成や事業スキームの確立が課
題である。

③

指
標
名

中心市街地内の定住人口 実績値 目標値

20,756
99.2%

人 人
指
標
式

中心市街地(59町)の住民基本台帳の人口

達成度

20,583
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

4

中心市街地活性化推進
事業

　第１期高松市中心市街地活性化基本計画の計画期間が平成２５年３
月で終了したため、第２期計画を策定し、２５年６月に国の認定を受
けた。
　本事業では、この基本計画に掲載されている事業の進行管理をする
とともに、基本計画の成果（２５年度実績値：中央商店街の歩行者通
行量１１８，２２６人、中央商店街の空き店舗率１６．５％）につい
てフォローアップを実施した。
　また、同計画の策定及び変更等の際には、中心市街地活性化協議会
において意見を聴取することとなっており、同協議会には収益性がな
いため、本事業において同協議会の運営に対する負担金を支出した。

4,190千円

市民政策局

まちづくり企画課

5

サンポート高松管理事
業

　サンポート高松の市公社が所有しているＡ１街区等の利活用が具体
化するまで市が管理する責務を果たすための事業で、コスト縮減を主
眼に、年間を通じて適正な維持管理を行ったことから、Ａ１街区で、
フリーマーケットが開催されるなどサンポート高松のにぎわいの創出
に寄与した。

1,453千円

都市整備局

都市計画課

2

中心市街地歩行者空間
整備事業

　サンポート高松と中央商店街の回遊性を向上させ、中心市街地の更
なる活性化を図るため、第２期高松市中心市街地活性化基本計画に位
置付けられた事業であり、西の丸町兵庫町線の電線共同溝整備を推進
した。
　なお、地元関係者との協議に日時を要したことにより、年度内に事
業の完了が不可能になったため、事業の一部を翌年度に繰り越した。
（繰越明許費繰越額：７９，９２７，０００円）1,748千円

都市整備局

都市計画課

3

高松丸亀町商店街再開
発事業

　第１期高松市中心市街地活性化基本計画の主要事業として位置づけ
られたＧ街区市街地再開発事業は、平成２４年３月末に再開発ビルが
完成、２５年３月に組合解散認可、６月に精算報告の承認を受け事業
が完了した。
　なお、Ｄ・Ｅ街区市街地再開発事業については、準備組合設立に向
け、地元関係者による勉強会が開催された。

366千円

都市整備局

都市計画課

担当課

1

中央通りオフィス環境
整備事業

　中央通り沿いに快適な歩行者空間を創出した新築１件及びテナント
誘致に資する施設改修を行った１件のビル所有者に対して、当該ビル
の固定資産税の一部に相当する額を交付したことにより、中央通りに
面した区域（約２５．５ｈａ）内において、良好な街並みの形成とオ
フィス環境が創出され、新たなテナント誘致の促進に寄与した。

7,500千円

都市整備局

都市計画課

事務事業名及び事業費
事業内容

- 261 -



平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

事務事業名及び事業費
事業内容

担当課

8

中心市街地活性化推進
事業（都市計画課）

　人口減少・超高齢社会においても持続的発展を遂げるため、民間の
知恵と地域資源を活用し、各地域で育まれた産業を活性化させる内発
型のまちづくりの観点に立った、「中心市街地と田園地域が連携する
高松コンパクト・エコシティ特区」の事業推進のため、総合特区計画
の変更を行った。平成２５年３月の「特定農業者による特定酒類の製
造事業」の計画認定を受け、塩江町の特定農業者が免許を取得し、濁
酒製造販売を開始した。1,658千円

都市整備局

都市計画課

6

商店街共同施設事業
（都市計画課）

　第２期高松市中心市街地活性化基本計画のコンセプトである、にぎ
わい・回遊性のあるまちづくりの実現に向け、商店街の共同施設整備
に対して限度額を定め補助金を交付する事業であり、平成２２年度に
竣工した丸亀町商店街Ａ・Ｂ・Ｃ街区のアーケード整備事業、２３年
度に竣工した丸亀町商店街Ｇ街区の駐車場整備事業、アーケード・街
路整備事業の３事業に補助金を交付したことにより、中心市街地の活
性化に寄与した。141,500千円

都市整備局

都市計画課

7

サンポート高松北側街
区整備事業

　サンポート北側街区利活用検討委員会からの検討報告を受けて、今
後の進め方について県と協議を行った。その結果、同報告書の趣旨を
踏まえ、整備に向けたグランドデザイン検討の参考とするため、報告
書の基本理念を尊重しつつ、既存施設の取り扱い等の前提条件を定
め、県と市で実行委員会を設け、アイデア・デザインコンペを実施
し、基本理念への適合、デザイン内容、にぎわいの創出及び実現可能
性の観点から優秀作品を選定した。977千円

市民政策局

政策課
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平成２５年度 施策の概要調書

施 策 公共交通の利便性の向上
事業費 市民満足度

（括弧は昨年度）

2,599,014千円 47.6(44.0)

対
象

　市民

目
的

概
要
（

実
績
）

公共交通の利便性の向上を図った。
・総合都市交通計画推進協議会における利便性向上策の検討及び乗り継ぎ割引の拡大等施策
の実施
・市民啓発活動（カーフリーデー高松の開催等）
・公共交通利用促進条例の制定
・鉄道駅バリアフリー化、生活交通路線、離島航路補助
・パークアンドライド駐車場（空港通り駅、国分駅前）駐車場管理
・市道東山崎町５１号線の改良、舗装工事等
・市立駐車場の管理・運営
・高松駅南交通広場整備

まちづくりの目標 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち

政　策 快適で人にやさしい都市交通の形成

担当局
市民政策局、都市整備局

　鉄道駅のバリアフリー化や新駅整備、生活バス路線運行等の支援を始めとする各種施策を
行い、鉄道・バス等の公共交通機関の充実・強化を図るとともに、主要な駅等におけるパー
クアンドライド駐車場等の整備・拡充などにより、良好な交通環境の確保に努め、公共交通
の利便性向上を目指す。

成
果
指
標

目標値

指
標
式

年度一日当たりＪＲ・琴電・ことでんバス利用者数
①

指
標
名

公共交通機関利用者数 実績値 達成度

58,635 59,800
98.1%

人 人

課
　
題

【市民政策局】
　過度に自動車に依存した現状から、公共交通への利用転換を図るため、市民の意識改革及
び効果的な公共交通の利用促進施策を展開する必要がある。
【都市整備局】
　公共交通の利便性の向上に当たっては、都市計画マスタープランに掲げる、「多核連携型
コンパクト・エコシティ」の観点から、拠点地域への都市機能の集約や居住促進を進めるな
ど、集約型の都市構造への転換を図り、公共交通機関の利用を促進していく必要がある。
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

事務事業名及び事業費
事業内容

担当課

1

公共交通維持対策事業 　県ともども、赤字バス路線に対し、補助金を交付するなど、生活バ
ス路線の維持充実を図るとともに、パークアンドライド用駐車場の管
理、離島航路に対する補助などにより、公共交通の利便性が向上し
た。
　なお、前年度からの繰越事業である塩江町バスターミナル施設整備
事業については完了した。
（平成２４年度繰越明許事業費：４，３０５，５５０円）86,608千円

市民政策局

交通政策課

2

ＪＲ端岡駅周辺整備事
業

　ＪＲ端岡駅周辺整備については、地区の将来を見据えたまちづくり
の観点から、その必要性を含め、地元の合意が得られる整備のあり方
等について、引き続き協議会等を中心として検討を進めた。
　なお、地元関係者との協議に日時を要したことにより、年度内に事
業の完了が不可能となったため、事業の一部を翌年度に繰り越した。
（繰越明許費繰越額：１，０００，０００円）

都市整備局

都市計画課

3

公共交通強化推進事業 　「総合都市交通計画」に基づく、平成２５年９月２７日に制定した
「高松市公共交通利用促進条例」の理念を踏まえた施策として、電車
とバスの乗り継ぎ運賃の割引拡大や、バス待ち環境の整備事業等を展
開するなど公共交通の利用促進に寄与した。
　なお、関係機関との協議に日時を要したことなどにより、年度内に
事業の完了が不可能となったため、事業の一部を翌年度に繰り越し
た。
（繰越明許費繰越額：１２，９６４，０００円）

30,852千円

市民政策局

交通政策課

4

新都市交通システム導
入検討事業

　ＬＲＴを始めとする新交通システム導入については、平成２２年度
に策定した「総合都市交通計画」において、取り組むべき具体的施策
の一つとして掲げており、学識経験者や交通事業者等で構成される、
高松市総合都市交通計画推進協議会において検討を行った。

市民政策局

交通政策課

5

国道11号高松東道路関
連整備事業

　国道１１号高松東道路整備に関連した琴電高架化に伴う側道整備と
して、平成２５年度は、引き続き東山崎町５１号線の整備を行い、一
部区間について供用を開始した。
　なお、地元関係者との協議に日時を要したことなどにより、年度内
に事業の完了が不可能となったため、事業の一部を翌年度に繰り越し
た。
（繰越明許費繰越額：１，９００，０００円）11,701千円

都市整備局

道路整備課
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

事務事業名及び事業費
事業内容

担当課

6

駐車場管理運営事業 　引き続き指定管理者による、市営駐車場８施設（中央、南部、美術
館地下、杣場川、瓦町駅地下、高松駅前広場地下、高松シンボルタ
ワー地下、高松駅南交通広場）の管理・運営を行い、利用者の利便性
の向上と経費削減の効果があった。
　なお、契約の締結に不測の日時を要したことにより、年度内に事業
の完了が不可能となったため、事業の一部を翌年度に繰り越した。
（繰越明許費繰越額：７，９００，０００円）
　また、前年度からの繰越事業である高松駅前広場地下駐車場及び瓦
町駅地下駐車場管理事業については完了した。
（平成２４年度繰越明許事業費：６，８８６，９５０円）

672,845千円

都市整備局

都市計画課

7

公共交通利用促進条例
（仮称）制定事業

　公共交通の利用を総合的に推進し、快適で人と環境にやさしい都市
交通の形成に寄与することを目的として、公共交通の利用促進に関す
る基本理念を定め、市、公共交通事業者、市民及び事業者の責務を明
らかにするとともに、公共交通の利用促進に関する施策の基本的事項
を定めた「高松市公共交通利用促進条例」を平成２５年９月２７日に
公布・施行した。
　なお、条例の制定に当たっては、市内７か所において「市民と市長
の意見交換会」を開催したほか、パブリックコメントを実施するな
ど、条例素案の内容や公共交通の必要性についての議論を深めた。

119千円

市民政策局

交通政策課

8

高松駅南交通広場整備
事業

　ＪＲ高松駅の南側に交通広場の整備を進め、１０月１日に供用を開
始したことにより、既存バスターミナルの混雑が解消するなど、交通
結節点としての機能が向上した。
　なお、前年度からの繰越事業である、高速バス乗降場や待合所を始
め、送迎用駐車場等の整備事業については完了した。
（平成２４年度繰越明許事業費：３３６，５６７，８５７円）

1,549,549千円

都市整備局

都市計画課
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平成２５年度 施策の概要調書

課
　
題

【市民政策局】
　「高松地区における自転車を利用した都市づくり計画」に掲げた施策を総合的かつ計画的
に推進するため、引き続き、高松地区委員会の５部会の連携が重要である。
【都市整備局】
　道路管理者・鉄道事業者や商店街などが役割分担に基づき関係機関と連携し、計画的に事
業の推進に努めているが、利害関係者の意見調整等に時間を要する。

326,257 307,000
106.3%

件 件
成
果
指
標

目標値

指
標
式

一時利用＋定期利用の件数
①

指
標
名

レンタサイクルの利用件数 実績値 達成度

概
要
（

実
績
）

・レンタサイクル事業の収支バランスを改善するため、料金改定を行った。
・放置自転車対策として、規定の期間以上の放置自転車について、警告（６０，２１４
台）、移送（７，６３１台）を継続して実施した。
・琴電八栗駅駐輪場の改修（１５０台→１６０台）を行った。
・五番町西宝線における自転車道の整備評価を行うため、交通量調査を実施した。
・自転車を利用した香川の新しい都市づくりを進める協議会高松地区委員会の各部会及び幹
事会を開催するとともに、ちゃりんこ救急ステーションの整備により、自転車利用環境整備
の推進に寄与した。

まちづくりの目標 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち

政　策 快適で人にやさしい都市交通の形成

担当局
市民政策局、創造都市推進局、都市整備局

　市民が安全で快適に自転車を利用することができるための環境を整備し、自転車利用の促
進を目指す。

施 策 自転車利用の環境づくり
事業費 市民満足度

（括弧は昨年度）

172,153千円 52.7(51.2)

対
象

　市民

目
的
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

4

駐輪場整備事業 　放置自転車を防止すること、及び自転車等駐車場の整備等に取り組
むことにより、自転車利用者の利便性の向上に寄与した。
　琴電八栗駅駐輪場改修（１５０台→１６０台）
　民間駐輪場助成事業（継続７件、３３３台）

8,867千円

都市整備局

都市計画課

5

駐輪場管理事業 　放置自転車をなくすため、自転車等駐車場の維持・管理を行ったこ
とにより、駐輪環境の向上に寄与した。
　有料駐輪場　　４箇所　４，１０５台
　無料駐輪場　６５箇所　６，６４８台

70,726千円

都市整備局

都市計画課

2

自転車利用環境整備事
業

　市道五番町西宝線における自転車道の整備評価を行うため、交通量
調査を行った。

473千円

都市整備局

道路整備課

3

放置自転車等対策事業 　放置自転車の警告、移送、保管、返還、処分等を行ったことによ
り、快適で安全なまちづくりに寄与した。
　平成２５年実績
　　警告　６０，２１４台
　　移送　　７，６３１台
　　返還　　４，０４１台
　　処分等　３，４４９台38,481千円

都市整備局

都市計画課

担当課

1

レンタサイクル事業 　レンタサイクルポート７箇所、自転車１，２５０台を活用したレン
タサイクル事業を市内中心部で実施し、事業の収支バランスを改善す
るため、料金改定を行った。
　また、引き続き、整備員５人体制を継続したことにより、利用者の
安全性が向上した。

52,527千円

都市整備局

都市計画課

事務事業名及び事業費
事業内容

- 269 -



平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

担当課

事務事業名及び事業費
事業内容

8

「ちゃりんこ便利都
市」強化推進事業（観
光交流課分）

　本市の自転車に関する取組をＰＲするとともに、主要観光地等の情
報提供を行う「高松市ちゃりんこマップ」を５万部増刷し、瀬戸内国
際芸術祭２０１３開催期間中の需要に対応した。

315千円

創造都市推進局

観光交流課

9

「ちゃりんこ便利都
市」強化推進事業（都
市計画課分）

　路線バス事業者が郊外のバス停付近で行った３箇所の駐輪場整備に
対し、「サイクルアンドバスライド駐輪場整備事業補助金交付要綱」
に基づいて支援したことにより、自転車と路線バスの乗継利便性が向
上した。

743千円

都市整備局

都市計画課

6

自転車利用都市づくり
推進事業

　自転車を利用した香川の新しい都市づくりを進める協議会高松地区
委員会の各部会を１回開催し、自転車ネットワークの整備促進や駐輪
場の整備、またマナー向上に向けた街頭指導など、部会が中心となり
ハード・ソフト両面から、安全で快適な自転車利用環境の整備に取り
組んだ。

市民政策局

交通政策課

7

「ちゃりんこ便利都
市」強化推進事業（交
通政策課分）

　自転車の利便性を高めるため、市内のコンビニエンス・ストア等の
協力を得て、自転車用空気入れを配備する「ちゃりんこ救急ステー
ション」の拡充を図り、１０８箇所から１４箇所新設し１２２箇所と
なった。

21千円

市民政策局

交通政策課
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平成２５年度 施策の概要調書

施 策 適正な土地利用の推進
事業費 市民満足度

（括弧は昨年度）

11,276千円 48.5(47.7)

対
象

　市民

目
的

　人口減少、少子・超高齢社会の到来を見据え、既存ストックの活用、都市経営コストの抑
制の観点などから、都市機能の拡散を抑制し、適正な土地利用の推進や地域の拠点性を確保
することにより、コンパクトで持続可能なまちづくりを実現する。

概
要
（

実
績
）

　集約型都市構造の実現に向け、集約拠点への都市機能の誘導や市街地の拡大を抑制するた
め、平成２３年度に施行した郊外部の特定用途制限地域における建築物の用途・形態規制な
どから成る都市計画制度を有効的に運用した。
　誘導方策の検討については、環境、福祉、教育等の施策を融合し、横断的、総合的に検討
を進めることとしており、学識経験者、商工団体、公共的団体等の代表者で構成する高松市
コンパクト・エコシティ推進会議から答申を受け、２５年２月に「多核連携型コンパクト・
エコシティ推進計画」を策定した。計画に掲げる施策の推進に関し、広く市民の意見を聴く
ための推進懇談会を２５年５月に設置し、全庁体制で取り組みを開始したほか、理念や必要
性をわかりやすく説明する周知用映像資料を作成し、周知・啓発に努めた。

まちづくりの目標 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち

政　策 計画的な市街地の形成

担当局
市民政策局、都市整備局

課
　
題

【市民政策局】
　多核連携型コンパクト・エコシティの実現に向けて、市民への意識の浸透を図ることと、
推進事業の進行管理の在り方を検討する必要がある。
【都市整備局】
　平成２３年度に施行した都市計画制度の見直し前後の状況を把握するため、人口動態や開
発・建築動向等について、調査を行い、新制度の影響について検証を進める必要がある。

成
果
指
標

①

指
標
名

都市計画区域内の大規模集客施設新規立地可能面
積の割合

実績値

指
標
式

都市計画区域内の大規模集客施設新規立地可能面積／都市計画区域面積（減少が望ま
しい）

達成度

3 3
100.0%

％ ％

目標値
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

担当課

1

コンパクト・エコシ
ティ推進事業

　多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画に掲げる施策の推進に
関し、広く市民の意見を聴くための推進懇談会を平成２５年５月に設
置したほか、理念や必要性をわかりやすく説明する周知用映像資料を
作成し、研修会、市政出前ふれあいトークなどを実施し、周知・啓発
した。

3,801千円

市民政策局

まちづくり企画課

事務事業名及び事業費
事業内容

7,475千円

都市整備局

都市計画課

2

都市計画制度運用事業 　都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用、都市施設
及び市街地開発事業など都市計画を定める都市計画審議会の運営を
行った。
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平成２５年度 施策の概要調書

施 策 地域における拠点性の確保
事業費 市民満足度

（括弧は昨年度）

456,223千円 49.7(50.4)

概
要
（

実
績
）

　ことでん仏生山駅周辺における、交通結節機能を強化し、地域交流拠点にふさわしい拠点
性の確保を図るため、基盤整備の実施設計を始め、新病院へのアクセス道路となる市道の用
地買収等を進めた。
　また、平成２０年度に工事が完了した太田第２土地区画整理事業の清算事業として、引き
続き、換地清算金の徴収・交付及び保留地の処分を実施した。

まちづくりの目標 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち

政　策 計画的な市街地の形成

担当局
市民政策局、都市整備局

　集約拠点に都市機能を集積することにより、地域特性を生かした地域における拠点性の確
保を目指す。

対
象

　集約拠点

目
的

達成度

3,035

①

指
標
名

太田第２土地区画整理事業区域内の居住人口 実績値

83.6
94.1%

％ ％

達成度

人 人

成
果
指
標

目標値

指
標
式

太田第２土地区画整理事業区域内の居住人口

②

指
標
名

指
標
式

太田第２土地区画整理事業区域内の宅地化率

太田第２土地区画整理事業区域内の宅地化率 実績値 目標値 達成度

78.7

19,000 27,000
70.4%

課
　
題

【市民政策局】
　農業試験場跡地北側エリア整備基本計画策定時に、今後の課題とした事項を関係者と連携
して検討し、解決を図る必要がある。
【都市整備局】
　地域の拠点性を確保するため、新病院等へのアクセス道路について、早急に整備する必要
がある。

③

指
標
名

ことでん仏生山駅の一日平均乗降客数 実績値 目標値

4,000
75.9%

人 人
指
標
式

ことでん仏生山駅の一日平均乗降客数
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

事務事業名及び事業費
事業内容

担当課

1

太田第２土地区画整理
事業

　清算金の徴収については、分割納付者への納付書発送を行ったほ
か、各戸訪問あるいは電話連絡等により滞納整理事務を実施した。保
留地処分については、引き続きホームページや広報で広く周知した結
果、一定の成果が得られた。
（契約件数：１９件　契約額：３１，７８３，３００円）

1,640千円

都市整備局

都市計画課

2

新病院を核としたまち
づくり推進事業（新病
院アクセス道路整備事
業）

　新病院へのアクセス道路である市道仏生山円座線の用地買収等を推
進した。
　なお、地元関係者との協議に日時を要したことなどにより、年度内
に事業の完了が不可能となったため、事業の一部を翌年度に繰り越し
た。
（繰越明許費繰越額：１１３，９６０，０００円）
　また、前年度からの繰越事業については完了した。
（平成２４年度繰越明許事業費：２７０，９１３，５９５円)

382,715千円

都市整備局

道路整備課

4

新病院を核としたまち
づくり推進事業（琴電
仏生山駅等整備事業）

　都市計画マスタープランで、中部東地域の交流拠点に位置付けてい
る仏生山地区において、「新病院を核としたまちづくり」に向けた協
議・検討を行った。

市民政策局

交通政策課

3

新病院を核としたまち
づくり推進事業（北側
エリア整備事業）

　農業試験場跡地北側エリアでは、埋蔵文化財発掘調査を実施し、事
業の進捗を推進した。
　なお、前年度からの繰越事業である農業試験場跡地北側エリア基盤
整備事業の実施設計及び埋蔵文化財発掘調査業務委託については完了
した。
（平成２４年度繰越明許事業費：５４，３０６，２９４円)

60,787千円

市民政策局

まちづくり企画課
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平成２５年度 施策の概要調書

施 策 地域に即した都市景観の創出
事業費 市民満足度

（括弧は昨年度）

683,738千円 54.4(55.6)

実績値 達成度

概
要
（

実
績
）

美しいまちづくり推進事業
・景観条例に基づく届出対象行為に対する審査（審査件数：１９０件）
・屋外広告物の規制・誘導内容の見直し
・屋外広告物改修等補助制度の創設
屋外広告物対策事業
・違反屋外広告物簡易除却（除却件数：２，９３２件）
玉藻公園整備事業
高松城跡等整備事業
玉藻公園管理運営事業（指定管理者：香川県造園事業協同組合）

まちづくりの目標 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち

政　策 魅力ある都市空間の形成

担当局
創造都市推進局、都市整備局

　良好な景観の保全・形成・創出と環境美化を一体的に推進するために、美しいまちづくり
条例を制定し、条例に基づく景観施策の指針となる美しいまちづくり基本計画を策定すると
ともに、景観法に基づく景観計画を策定することにより、地域に即した都市景観の形成を目
指す。

対
象

　市民

目
的

課
　
題

【創造都市推進局】
　貴重な文化財である「史跡高松城跡」を保護しつつ、公開・活用を図りながら風格ある都
市空間の創出を図っていく必要がある。
【都市整備局】
　美しいまちづくりの実現に向けては、市・市民・事業者が適正な役割分担の下に、これら
三者が一体となって地域の魅力や特性を生かしたまちづくりを進めていく必要がある。

100 90
111.1%

％ ％
成
果
指
標

目標値

指
標
式

大規模建築物等の届出に対する指導・助言に対する適合件数÷大規模建築物等の届出
件数

①

指
標
名

大規模建築物等の届出適合率
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

事務事業名及び事業費
事業内容

担当課

1

美しいまちづくり推進
事業

　景観施策の指針である美しいまちづくり基本計画に定める目標を推
進するため、景観条例に基づき、周辺の景観形成に大きな影響を及ぼ
す建築物等の申請者に対し、美しいまちづくりアドバイザーの意見を
参考に、指導・助言を行うなど、良好な景観形成を誘導した。
　なお、実施主体の事業が遅れたことにより、年度内に補助金の支出
が不可能となったことなどのため、事業の一部を翌年度に繰り越し
た。
（繰越明許費繰越額：１２，１６６，０００円）
　また、前年度からの繰越事業である高松市景観計画・屋外広告物関
連施策検討業務委託等については完了した。
（平成２４年度繰越明許事業費：５，７１０，１５０円）

8,388千円

都市整備局

都市計画課

3

屋外広告物対策事業 　屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の表示や掲出物件の設置を規
制・誘導したほか、市内に表示又は設置されている違反広告物を調査
し、その広告主または施工業者への是正指導を実施するとともに、市
民との協働により簡易な違反広告物の除却活動を行い、良好な景観形
成を誘導した。

618千円

都市整備局

都市計画課

2

高松城跡等整備事業 　高松城跡地久櫓台石垣の積直し工事などを行うことにより、史跡高
松城跡保存整備基本計画に基づく施設等の復元整備を推進した。
　なお、前年度からの繰越事業である桜御門の復元にかかる基本設計
については完了した。
（平成２４年度繰越明許事業費：１０，３００，０００円）

76,914千円

創造都市推進局

文化財課

5

玉藻公園整備事業 　土地開発公社から玉藻公園整備事業用地を取得することにより、史
跡高松城跡と一体となる都市公園を整備し、風格ある都市空間の創出
を図る玉藻公園整備事業の推進に寄与した。
　なお、前年度からの繰越事業である西側整備事業については完了し
た。
（平成２４年度繰越明許事業費：２３，１８６，１００円）

522,246千円

創造都市推進局

文化財課

4

玉藻公園管理運営事業 　玉藻公園の管理運営の指定管理者への委託や、披雲閣等の文化財の
メンテナンスを行うことにより、城下町高松の顔・シンボルとしての
風格ある都市景観の創出に寄与した。

75,572千円

創造都市推進局

文化財課
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平成２５年度 施策の概要調書

課
　
題

　民間事業者による高速無線通信網の普及により、超高速情報通信網未整備地域の対応に
は、通信の技術動向等を見極めた上で、整備に関する政策判断が必要となる。

％ ％
指
標
式

ケーブルテレビ視聴可能エリア世帯数／高松市全世帯数

成
果
指
標

①

指
標
名

ウルトラブロードバンド（上り２０Ｍｂｐｓ程度
以上）の世帯カバー率

実績値

指
標
式

超高速ブロードバンド利用可能世帯数／高松市全世帯数

②

指
標
名

視聴可能エリアカバー率（ケーブルテレビ） 実績値 目標値 達成度

95.9 95.9
100.0%

達成度

99.1 99.1
100.0%

％ ％

目標値

まちづくりの目標 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち

政　策 高度情報通信社会に対応できる拠点機能の強化

担当局
総務局

対
象

　市民

目
的

　地方分権の時代にあって、地域の個性と創造性を生かして本市の優位性を確立するため、
情報通信基盤の整備や、地域の情報化を推進し、高度情報通信社会に対応できる拠点機能の
強化を図り、道州制時代に中枢拠点性を担えるまちづくりを行う。

概
要
（

実
績
）

・塩江ケーブルテレビ事業を実施し、塩江地区の住民の情報化の推進に寄与した。
・池田町の一部、西植田町、東植田町、菅沢町及び庵治町東部に整備した超高速情報通信網
　を運用し、地域住民の情報化の推進に寄与した。
・塩江ケーブルネットワークの再整備について地元協議を行い一定の理解を得た。

施 策 地域情報化の推進
事業費 市民満足度

（括弧は昨年度）

54,642千円 50.3(51.9)
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平成２５年度 主な事務事業の内容一覧

事務事業名及び事業費

　塩江ケーブルネットワーク事業を実施したことにより、塩江地区市
民の情報化の推進に寄与した。

　すべての市民が情報化の恩恵を享受・実感できる地域情報化を推進
するため、採算性の問題で民間事業者による整備が困難な池田町の一
部、西植田町、東植田町、菅沢町及び庵治町東部については、公設民
営方式により整備した光ファイバー網により、電気通信サービス等の
安定した利用環境を提供した。

事業内容

2

塩江ケーブルネット
ワーク管理運営事業

担当課

1

超高速情報通信網整備
事業

17,003千円

総務局

情報政策課

37,639千円

総務局

情報政策課
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